
第

二

千

五

百

六

十

八

号

平

成

二

十

六

年

八

月

一

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

四
九
八
ペ
ー
ジ

○
ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

子
ど
も
・
女
性
政
策
課)

四
九
八

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
九
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

四
九
八

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
選
挙
管
理
委
員
会)

四
九
九

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

五
〇
〇

○
訂
正
願
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

(

同

)

五
〇
一

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)
五
〇
二

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)
五
〇
三

○
指
定
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

五
〇
三

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更

(

同

)

五
〇
四

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
〇
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

五
〇
四

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

五
〇
四

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

五
〇
五

○
平
成
二
十
六
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施

(

生
活
衛
生
課)

五
〇
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

五
〇
六

○
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

(

産
業
技
術
課)

五
〇
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

五
〇
八
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日



規

則

月
額

二
五
四
、
二
〇
〇
円

又
は
勤
務
一
回
に
つ
き

五
、
八
五
〇
円

勤
務
一
回
に
つ
き五

、
八
五
〇
円

県
道

道
路
の
種
類

美
濃
加
茂

和

良
線

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
野
々
倉
字
ヘ

リ
岩
一
六
一
四
番
三
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字
中

洞
一
八
二
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

本
則
第
二
号
の
表
衛
生
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
の
項
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
五
号

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

二
十
五
人｣

を｢

二
十
七
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

第２５６８号 岐 阜 県 公 報 平成26年８月１日 ( 498 )



自
由
民
主
党
岐
阜
県
獣
医
師
連
盟
支
部

政
治
団
体
の
名
称

県
道

道
路
の
種
類

美
江
寺

西

結
線

路
線
名

瑞
穂
市
十
九
条
字
石
塚
三
一
〇
番

一
地
先
か
ら

同

市
同

字
鳥
居
前
二
九
一

番
一
地
先
ま
で

区

間

近
藤
信
雄

代
表

者

の
氏

名 ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

林
金
吾

会
計
責
任
者

の
氏

名

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

美
濃
加
茂
市
新
池
町
１
―
８
―
28

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

県
道

道
路
の
種
類

南

濃

関
ケ
原
線

路
線
名

養
老
郡
養
老
町
柏
尾
字
谷
口
七
〇

六
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
四
番
割
六

〇
八
番
三
一
地
先
ま
で

区

間

○

一
以
上
の
市
町
村
等
の

区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部 ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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自
由
民
主
党
岐
阜

自
由
民
主
党
各
務

原
市
支
部

政
治
団
体
の
名
称

悠
國
會

山
北
よ
し
ろ
う
後
援
会

学
ぶ
会

新
政
ネ
ッ
ト
ぎ
ふ

山
友
会

か
と
う
修
と
笑
顔
あ
ふ
れ
る
土
岐
市
の
会

岩
井
ま
さ
み
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

代
表

者

会
計
責
任
者

異
動

事
項

岡
山
金
平

三
和
由
紀

新

小
島
啓
嗣

山
北
芳
郎

水
谷
博
昭

伊
藤
正
博

山
田

優

土
本
勇
夫

岩
井
昌
美

代
表

者

の
氏

名

若
林

一

佐
伯
吉
規

旧

小
島
啓
嗣

山
北
真
弓

安
藤
由
庸

太
田
維
久

瀬
古
ま
ゆ
み

中
村

要

岩
井
昌
美

会
計
責
任
者

の
氏

名

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
３
―
75―
１

羽
島
市
下
中
町
石
田
722

岐
阜
市
徹
明
通
５
―
８

各
務
原
市
那
加
岩
地
町
１
―
30

羽
島
市
江
吉
良
町
311

土
岐
市
泉
町
大
富
238―

２

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
則
光
243

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

自
由
民
主
党
東
白

川
村
支
部

自
由
民
主
党
多
治

見
市
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
薬
剤
師
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
ト
ラ
ッ
ク
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
宅
建
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
測
量
設
計
業
支

部 県
商
工
政
治
連
盟

支
部

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

会
計
責
任
者

加
茂
郡
東
白
川
村
越
原

2520

安
江
祐
策

多
治
見
市
音
羽
町
３
―

42 日
比
野

靖

田
口
義
隆

林
仁
美

岐
阜
市
中
鶉
２
―
11

浅
野
芳
宏

斉
藤
滋
信

加
茂
郡
東
白
川
村
五
加

1899―
４

今
井
保
都

多
治
見
市
音
羽
町
３
―

17―
３

近
藤
剛
弘

郷
原
幸
夫

東
俊
之

岐
阜
市
青
柳
町
２
―
10

篠
田

徹

石
丸
秀
樹

２
そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
三
年
分)

２
―
２

資
金
管
理
団
体(
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中
林

宏
優

後
援

会

林
宏

優
後

援
会

林
宏
優
後
援
会

林
宏
優
後
援
会

燦
燦
会

岐
阜
県
薬
剤
師
連

盟 岐
阜
県
不
動
産
政

治
連
盟

岐
阜
県
藤
井
基
之

薬
剤
師
後
援
会

岐
阜
県
内
水
面
政

治
連
盟

岐
阜
県
ト
ラ
ッ
ク

事
業
政
治
連
盟

岐
阜
県
測
量
設
計

政
治
連
盟

岐
阜
県
商
工
政
治

連
盟

自
由
民
主
党
宮
川

町
支
部

自
由
民
主
党
蛭
川

村
支
部

林
宏
優

林
宏
優 国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
区
分

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表

者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

名
称

会
計
責
任
者

0 0

山
県
市
長

山
県
市
長

26,800

26,800

H
24.3.28

H
24.3.28

0 0

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

日
比
野

靖

林
仁
美

日
比
野

靖

酒
向
貞
夫

田
口
義
隆

本
巣
市
有
里
517―

２

山
本
光
哲

中
津
川
市
福
岡
694―

８ 岡
山
金
平

自
由
民
主
党
宮
川
町
支

部 松
村
千
秋

4,986,532

3,500,000

1,980,000

1,980,000

0 0

2,006,800

2,006,800

4,986,532

3,500,000 法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

近
藤
剛
弘

東
俊
之

近
藤
剛
弘

太
田
嘉
俊

郷
原
幸
夫

岐
阜
市
中
鶉
２
―
11

浅
野
芳
宏

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

徳
積
1529―

６

若
林

一

自
由
民
主
党
宮
川
支
部

渡
邊
智
明

20,000

20,000

4,972,484

3,485,952

14,048

14,048

286,532 0

0 0

0 0

0 0

1,459,152

1,459,152

れ
ん
げ
会

森
弓
子
と
と
も
に

歩
む
会

4,700,000

3,500,000

0 0

0 0

0 0

0 0

公
職
の
候
補
者
の

氏
名
及
び
公
職
の

種
類

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
区
分

名
称

公
職
の
候
補
者
の

氏
名
及
び
公
職
の

種
類1,459,152

1,459,152

4,700,000

3,500,000

0 0

0 0

0 0

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

森
弓
子
と
と
も
に
歩
む

会

4,700,000

3,500,0001,200,000 0

0 0

2,965,684

1,479,152

0 0

橋
本

勉
参
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

森
弓
子
と
も
に
歩
も
う

会 橋
本

勉
参
議
院
議
員0 0 0 0

286,532 0�
｢｢｢｢

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
願
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の

要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

を

｣

に
、

｣

を

｣

に
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政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
四
年
分)

[

寄
附
の
内
訳]

２
―
２

資
金
管
理
団
体(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中

｢林
新
太
郎
を
育
て
る
会

政
治
団
体

自
由
民
主
党
岐
阜
県
第
二
選
挙
区
支
部

200,000
大
垣
市
｣

を

｢林
新
太
郎
を
育
て
る
会

政
治
団
体

自
由
民
主
党
岐
阜
県
第
二
選
挙
区
支
部

200,000
大
垣
市

林
宏
優
後
援
会

個
人

信
田
清
春

240,000
山
県
市
｣

に
改
め
る
。

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(
平
成
二
十
四
年
分)

２
―
２

資
金
管
理
団
体(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
三
年
分)

[

寄
附
の
内
訳]

２
―
２

資
金
管
理
団
体(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中

｢林
宏
優
後
援
会

個
人

林
宏
優

3,500,000
山
県
市
｣

を

｢林
宏
優
後
援
会

個
人

林
宏
優

3,500,000
山
県
市

〃
〃

信
田
清
春

1,200,000
山
県
市
｣

に
改
め
る
。

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
三
年
分)

[

そ
の
他
の
収
入
の
内
訳]

(

１
件
10
万
円
以
上
の
も
の)

２
―
２

資
金
管
理
団
体(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中

｢岩
井
哲
二
後
援
会

研
修
旅
費

2,400,000円
｣

を

｢岩
井
哲
二
後
援
会

研
修
旅
費

2,400,000円

林
宏
優
後
援
会

金
銭
以
外
の
も
の
に
よ
る
寄
附
相
当
分

286,532円
｣

に
改
め
る
。

林
宏

優
後

援
会

林
宏

優
後

援
会

林
宏
優
後
援
会

林
宏
優
後
援
会

林
宏
優

林
宏
優

0 0

山
県
市
長

山
県
市
長

0 0

H
25.3.15

H
25.3.15

0 0

254,048

14,048

0 0

14,048

14,048

0 0

240,000 0

0 0

240,000 0

14,048

14,0480 0

0 0

0 0

0 0

0 0

240,000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 240,000 0

0 0

0 0

0 0

240,000 0

240,000 0

0 0

240,000 0

0 0

0 0 0 0

0 0

改
め
る
。

｢｢｢｢改
め
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

を

｣

に
、

｣

を

｣

に

｣

示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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山
田

優

山
北
芳
郎

岩
井
昌
美

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

安
江
孝
弘
と
共
に
郷
土
の
発
展
を
考
え

る
会

安
江
孝
弘
後
援
会
連
合
会

の
ぞ
み
の
会

日
本
共
産
党
若
山
か
よ
子
後
援
会

黒
田
と
こ
ろ
後
援
会

伊
佐
地
良
一
後
援
会

民
主
党
岐
阜
県
第
２
区
総
支
部

政
治
団
体
の
名
称

岐
阜
県
議
会
議
員

羽
島
市
議
会
議
員

美
濃
加
茂
市
議
会

議
員

公
職
の
種
類

山
友
会

山
北
よ
し
ろ
う
後
援

会 岩
井
ま
さ
み
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

安
江
孝
弘

小
池
彼
男

今
井

均

伊
嶌
明
博

黒
田
と
こ
ろ

春
日
井
弘
造

堀
誠

代
表

者

の
氏

名

羽
島
市
江
吉
良
町

311

羽
島
市
下
中
町
石

田
722

美
濃
加
茂
市
下
米

田
町
則
光
243

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

安
江
富
江

安
江
富
江

都
筑

亨

伊
嶌
明
博

小
栗
清
一

藤
井
豊
和

�
田
隆
博

会
計
責
任
者

の
氏

名

山
田

優

山
北
芳
郎

岩
井
昌
美

代
表
者
の

氏
名

加
茂
郡
白
川
町
白
山
105

加
茂
郡
白
川
町
白
山
105

下
呂
市
萩
原
町
羽
根
368―

１

高
山
市
岡
本
町
２
―
75―
４

中
津
川
市
茄
子
川
1599―

53

恵
那
市
長
島
町
中
野
506―

２

大
垣
市
新
田
町
５
―
35―
１

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

安
江
孝
弘

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

白
川
町
議
会
議
員

公
職
の
種
類

平
成
26年

７
月
１
日

平
成
26年

７
月
１
日

平
成
26年

７
月
１
日

平
成
26年

７
月
４
日

平
成
26年

６
月
30日

平
成
26年

５
月
31日

平
成
25年

12月
４
日

解
散

年
月
日

政
党
の
支
部

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

安
江
孝
弘
と
共
に
郷

土
の
発
展
を
考
え
る

会 資
金
管
理
団
体
の

名
称

民
主
党

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町
白

山
105

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

一
以
上
市
町
村
区
域
等

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

安
江
孝
弘

代
表
者
の

氏
名

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

平成26年８月１日 岐 阜 県 公 報 第２５６８号( 503 )



独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
可

児
と
う
の
う
病
院
附
属
介
護
老
人
保
健
施
設

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
講
可

児
と
う
の
う
病
院

変
更

後

岐
阜
社
会
保
険
老
人
保
健
施
設
サ
ン
ビ
ュ
ー
可

児 岐
阜
社
会
保
険
病
院

変
更

前

中
部
薬
品

松
波
総
合
病

院
前
薬
局

名

称

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
二
〇
一
の
二

所

在

地

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
二
六
・

八
・

一

指

定

年
月
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

名
称
の
変
更

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
薬
草
で
飛
騨
を
元
気
に
す
る
会

三

代

表

者

の

氏

名

北
平

嗣
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
飛�
市
古
川
町
向
町
三
丁
目
八
番
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
飛
騨
地
域
の
住
民
と
観
光
客
に
対
し
て
、
薬
草

の
活
用
と
普
及
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
健
康
で
心
豊
か
な
ま
ち

づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｔ
寺
子
屋

三

代

表

者

の

氏

名

西
岡

竹
次
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
若
葉
台
九
丁
目
一
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
一
般
市
民
・
小
学
生
ま
た
一
人
親
家
庭

な
ど
の
市
民
に
対
し
、
パ
ソ
コ
ン
の
講
習
会
等
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
パ
ソ
コ
ン
の
知
識
・
技
能
の
向
上
ま
た
再
就
職
支
援
に
寄

与
し
、
誰
で
も
が
豊
か
で
幸
せ
な
パ
ソ
コ
ン
ラ
イ
フ
を
送
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(

薬
局)
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各
務
原
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 名

称

イ
オ
ン
薬
局

大
垣
店

イ
オ
ン
薬
局

各
務
原
店

貴
船
薬
局

幸
店

ク
オ
ー
ル
み
ど
り
薬
局

す
み
れ
調
剤
薬
局

さ
つ
き
薬
局

貴
船
薬
局

坂
祝
店

さ
さ
ゆ
り
薬
局

中
津
川

店

各
務
原
市
三
井
北
町
三
丁
目
一
七
七

番
地

所

在

地

大
垣
市
外
野
二
の
一
〇
〇

各
務
原
市
那
加
萱
場
町
三
の
八

多
治
見
市
幸
町
七
の
二
八
の
一
五

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋
三
五
五

五
の
六
〇

可
児
市
下
恵
土
五
五
〇
〇
の
一

下
呂
市
萩
原
町
跡
津
一
四
二
一
番
地

四 加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
尾
橋
七
四
八

の
一

中
津
川
市
中
津
川
九
六
四
の
二
七
四

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

平
成
二
六
・

七
・

七

変

更

年
月
日

平
成
二
六
・

八
・
二
一

平
成
二
六
・

八
・
二
一

平
成
二
六
・

八
・

一

平
成
二
六
・

八
・

一

平
成
二
六
・

八
・

一

平
成
二
六
・

八
・

一

平
成
二
六
・

八
・

一

平
成
二
六
・

八
・

一

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)

○
平
成
二
十
六
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
六
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
日
時

平
成
二
十
六
年
十
一
月
九
日(

日)

午
前
十
時
か
ら

二

試
験
場
所

岐
阜
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
会
館(

岐
阜
市
須
賀
四
丁
目
八
番
四
号)

、
ふ
れ
あ
い
福
寿
会
館(

岐
阜

市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
五
三
号)

及
び
笠
松
刑
務
所(

羽
島
郡
笠
松
町
中
川
町
二
三)

の
う
ち
岐

阜
県
が
指
定
す
る
場
所

三

試
験
科
目

１

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

２

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

３

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

４

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能

一�
繊
維
の
鑑
別

二�
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

四

受
験
資
格

１

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

２

旧
国
民
学
校
令(

昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号)

に
よ
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し

た
者
、
旧
中
等
学
校
令(

昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号)

に
よ
る
中
等
学
校
の
二
年
の
課
程
を

終
わ
っ
た
者
又
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

昭
和
三
十
年
厚
生

省
令
第
二
十
一
号)

附
則
第
二
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

五

受
験
手
続

１

願
書
等
配
布
期
間

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日(

月)

か
ら
同
年
十
月
三
日(

金)

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。

２

受
付
期
間
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平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
二
日(

月)

か
ら
同
年
十
月
三
日(

金)

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。
な
お
、
郵
送
に
よ
る
受
験

申
込
み
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
日(

金)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

３

配
布
及
び
受
付
場
所

各
県
立
保
健
所(

保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

、
岐
阜
市
保
健
所
及
び

岐
阜
県
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課

な
お
、
郵
送
に
よ
り
受
験
願
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、
書
留
又
は
簡
易
書
留
と
し
、｢

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師
試
験
願
書
在
中｣
と
朱
書
き
し
て
、
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課(

〒
五
〇
〇
―

八
五
七
○

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号)

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

４

提
出
書
類

一�
受
験
願
書

二�
履
歴
書

三�
写
真(

手
札
形(

縦
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

と
し
、
出
願
前
六

か
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、
無
背
景
の
も
の
。
裏
面
に
氏
名
及
び
生
年

月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。)

四�
受
験
資
格
を
証
す
る
書
類(

学
校
の
卒
業
証
明
書
等)

六

受
験
手
数
料

七
千
円
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付
け
、
納
付
し
て
く
だ
さ
い

(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

。

七

合
格
発
表

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日(

水)

午
前
十
時

県
庁
、
各
県
立
保
健
所
及
び
岐
阜
市
保
健
所
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と

も
に
、
合
格
者
に
は
合
格
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、
後
日
岐
阜
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
し
ま
す
。

八

試
験
結
果
の
提
供

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の
結
果
を
受
験
者
に
提
供
し
ま
す
。

１

提
供
す
る
試
験
結
果

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点

２

提
供
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か
月
間

３

提
供
す
る
場
所

個
人
情
報
総
合
窓
口(

県
庁
二
階)

及
び
各
県
立
保
健
所
特
別
窓
口

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
等

試
験
結
果
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
人
確
認
の
で
き
る
次
の
書
類
等
が
必
要
で
す
。

一�
受
験
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

九

そ
の
他

１

受
験
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
た
場
合
で
も
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

２

こ
の
試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
八
―
二
七

二
―
一
一
一
一

内
線
二
五
六
三)

、
各
県
立
保
健
所
又
は
岐
阜
市
保
健
所
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融

課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ゲ
ン
キ
ー
鳥
屋
場
橋
西
店

可
児
市
下
恵
土
字
古
川
一
九
三
〇
番
一

外
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四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
九
日

五

店
舗
面
積

一
、
六
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

五
七
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
二
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

○
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則(

昭
和

四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下｢

規
則｣
と
い
う
。)

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種

規
則
別
表
第
十
一
に
掲
げ
る
免
許
職
種

二

試
験
の
科
目

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法(

職
業
訓
練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、
生
活
指
導
及

び
職
業
訓
練
関
係
法
規)

三

受
験
資
格

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
。
た
だ
し
、
規
則
第

四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
が
免
除
さ
れ
る
者

に
限
り
ま
す
。

な
お
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

１

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

２

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

３

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

試
験
の
免
除

規
則
第
四
十
六
条
の
表
の
上
欄
に
該
当
す
る
者
又
は
規
則
別
表
第
十
一
の
三
の
試
験
の
免
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
欄
に
該
当
す
る
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
実
技
試
験
の

全
部
又
は
学
科
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除
し
ま
す
。

五

試
験
の
期
日
及
び
場
所

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日(

木)

岐
阜
市
学
園
町
二
丁
目
三
三
番
地

岐
阜
県
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

六

受
験
手
続

１

提
出
書
類

一�
受
験
申
請
書

二�
履
歴
書

三�
写
真
二
枚(

申
請
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
正
面
無
帽
、
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の)

四�
受
験
資
格
及
び
試
験
の
免
除
資
格
を
証
す
る
書
類(

合
格
証
書
、
免
許
証
等
の
写
し)

五�
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
謄
本(

試
験
の
免
除
資
格
を
取
得
し
た
後
、
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
の

み
必
要)

２

受
験
手
数
料

次
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
の
岐
阜
県
証
紙
貼
付
欄
に

貼
り
付
け
、
納
付
し
て
く
だ
さ
い(

消
印
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。)

。

学
科
試
験

三
千
百
円

な
お
、
受
験
申
請
書
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
、
受
験
し
な
か
っ
た
場

合
等
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
、
手
数
料
は
返
還
し
ま
せ
ん
。

３

申
請
書
類
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
間

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
商
工
労
働
部
産
業
技
術
課

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
日(

水)

か
ら
同
年
九
月
八
日(

月)

ま
で
で
す
。

郵
送
の
場
合
は
、
九
月
八
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

七

合
否
判
定
の
基
準

満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は
、
合
格
と
し
ま
す
。

八

合
格
者
の
発
表
の
方
法
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下
呂
東
南
部
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

鵜

森

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

下

呂

市

役

所

縦

覧

場

所

大

垣

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
六
・

八
・

一
か
ら

同

・

八
・
二
九
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
六
・

八
・

一
か
ら

同

・

八
・
二
九
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日(

火)

に
岐
阜
県
商
工
労
働
部
産
業
技
術
課
前
に
合
格
者
の
受
験
番

号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
宛
て
に
合
格
証
書
を
交
付
し
て
通
知
し
ま
す(

不
合
格
者
に
は

通
知
し
ま
せ
ん
。)

。

ま
た
、
こ
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
申
請(

別
途
申
請
手
数
料
が
必
要)

に
よ
っ
て
職
業
訓

練
指
導
員
の
免
許
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

九

試
験
結
果
の
提
供

平
成
二
十
六
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の
結
果
を
受
験
者
に

提
供
し
ま
す
。

１

提
供
す
る
試
験
結
果

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
得
点

２

提
供
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か
月
間

３

提
供
す
る
場
所

情
報
公
開
・
個
人
情
報
総
合
窓
口(

県
庁
二
階
。
電
話
〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一
一
一

内
線

二
二
九
六)

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
等

試
験
結
果
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
人
確
認
の
で
き
る
次
の
書
類
等
が
必
要
で
す
。

一�
受
験
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

十

そ
の
他

１

受
験
申
請
用
紙
は
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
産
業
技
術
課
に
お
い
て
交
付
し
ま
す
。

な
お
、
用
紙
の
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
、
宛
先
を
明
記
し
た

返
信
用
封
筒(

角
形
二
号)

を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

２

申
請
書
類
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
又
は
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
に｢

指
導
員
試

験
申
請｣

と
朱
書
し
て
く
だ
さ
い
。

３

受
験
申
請
書
を
審
査
し
、
受
験
資
格
を
認
め
た
と
き
は
、
後
日
受
験
票
を
送
付
し
ま
す
。

４

こ
の
試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
産
業
技
術
課
産
業
人
材
育
成
係(

電

話
〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一
一
一

内
線
三
一
三
四)

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
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